
柏城小学校いじめ防止基本方針

１ いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条）

「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該

児童等と一定の人間関係にあるほかの児童等が行う心理的または物理的影響を与える行為

（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児

童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

２ いじめ防止等に関する基本的な考え方

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成

長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生

じさせるおそれがあるものである。

「いじめは、どの学校・学級でも起こりうるものであり、いじめの問題に無関係ですむ児

童はいない。」と言う基本認識に立ち、全ての児童が安全で安心な学校生活を送る中で、様

々な活動に意欲的に取り組み、一人一人の個性や能力を十分に伸長することができるよう、

いじめのない学校づくりに全力で努めていかなければならない。そこで、本校では、いじめ

を防止するための基本となる考え方を次の通りとする。

○ いじめはどの集団にも、どの学校にも、どの児童にも起こる可能性があることを

踏まえ、いじめ問題に対して万全の体制で臨む。

○ いじめは決して許されない行為であることについて、児童や保護者への周知を図る

取り組みに努める。

○ いじめを受けている児童がいた場合、当該児童を守る。

○ 本校から、いじめの絶無を期す。

３ 組織の設置及び組織的な取り組み

（１） いじめの防止等を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置する。

（２） いじめ防止対策委員会の構成員は、校長、教頭、学年主任、特別支援担当教諭、養護

教諭、生徒指導主事とする。

（３） いじめ防止対策委員会の活動

○ 学校いじめ防止基本方針作成・見直し

○ 生徒指導全体会の企画・立案（生徒指導主事）

○ いじめに関するアンケートの結果、報告等の情報の整理・分析（生徒指導主事）

○ いじめが疑われる案件の事実確認・対応方針の決定

○ 配慮児童への支援方針決定

（４） いじめが起こった場合の組織的対応の流れ

ア いじめの発見・通報を受けた時の対応

○ 教職員は、「これぐらい」という感覚をなくし、その時、その場で、いじめの行為を

すぐにやめさせる。

○ いじめられている児童や通報した児童の身の安全の確保を最優先とした措置をとる。

○ いじめの事実について生徒指導主事及び管理職に速やかに通報する。

イ 情報の共有

○ いじめの情報を受けた生徒指導主事は、全職員へ報告し、情報の共有化を図る。



ウ 調査・事実関係の把握

○ すみやかにいじめ防止対策委員会を開き、調査の方針について決定する。

○ 調査の時点で、重大事態であると判断された場合は、校長が教育委員会へ直ちに報告

する。

○ 児童の聞き取りにあたっては、担任の他、児童が話をしやすいように担当する教員を

選任する。

○ 必要な場合には、児童へのアンケート調査を行う。その結果については、保護者に提

供する場合があることをあらかじめ念頭に置き、その旨を児童や保護者に説明するなど

の措置が必要であることに留意する。

エ 解決に向けた指導及び支援

○ 専門的な支援などが必要な場合には、教育委員会及び警察署等の関係機関へ相談する。

○ 解決を第一に考え、保護者及びその他の関係者との適時・適切な情報の共有を図る。

○ 指導及び支援方針の変更等が必要な場合は、随時いじめ対策委員会において、指導及

び支援の方針を決定する。

○ 全職員で連携して組織的な対応に努める。

オ 継続指導・経過観察

○ 全職員で見届けや見守りを行い、いじめの再発防止に努める。

（５）いじめの未然防止の取り組み

○ 「いじめ」は、どの学校にも起こりうるという認識のもと、好ましい人間関係を築き、豊

かな心の育成に取り組む。

・ 人を人として認める教育。

・ 学級が居場所となるような学級経営。

・ 「あなたも大事、みんなも大事、一人一人みな大切な個人」という考えのもと、自己存

在感が得られるような取り組み。

・ 児童に対して、あたたかみと誠意のある対応。担任と児童のラポートの形成。

・ 担任と保護者の信頼感。

・ いつでも相談できる学校の存在感。

・ 家庭地域ぐるみでいじめ防止の取り組みを進めるため、保護者や地域との連携を推進。

【 年 間 の 取 り 組 み 】
「いじめ防止対策委員会」の取り組み その他、全職員等での取り組み

４月 ・いじめの未然防止への取り組み内容の検討 ・学校のいじめ問題行動に対する方針の保

・望ましい集団づくりのための取り組み内容の 護者への説明

検討

・いじめ等問題行動に対する学校方針の検討

５月 ・家庭訪問の取り組みと内容検討 ・家庭訪問の情報交換

６月 ・アンケート調査の実施・分析 ・アンケート調査の結果の情報交換

７月 ・１学期の取り組みの反省と２学期以降の取り

組みの検討

８月 ・夏休み中の児童の様子について情報交換

１１月 ・教育相談の取り組みと内容検討 ・教育相談の情報交換

・アンケート調査の実施・分析 ・アンケート調査の結果の情報交換

１２月 ・２学期の取り組みの反省と３学期以降の取り

組みの検討

１月 ・アンケート調査の実施・分析 ・冬休み中の児童の様子について情報交換

３月 ・３学期の取り組みの反省と来年度の取り組み

の検討


